
 

 

相談の流れ 
 

各関係機関等において支援の予定のない住宅確保要配慮者からの民間賃貸住宅に関する

ご相談に対しては、名古屋市住まいの窓口の「民間賃貸住宅入居相談」予約電話（０５２－９６１

－ ４５５５）を案内、もしくは居住支援法人の情報提供を行ってください。  

一方、各関係機関等で相談・支援を実施しており、連携した入居等支援が必要な場合は、当

該機関の担当者から直接住まいサポートなごや関係者専用電話（０５２－６８４－８５９７）へご相

談いただき、並行支援にて入居等支援を行います。 
 

《相談フロー図》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民（住宅確保要配慮者） 

各関係機関等 

相談・支援の中で住まいに関する支援が必要 

並行支援の 

必要性なし 
並行支援の 

必要性あり 

住まいサポートなごや 

☎ ０５２－６８４－８５９７（関係者専用） 

名古屋市 住まいの窓口 

「民間賃貸住宅入居相談」 

☎ ０５２－９６１－４５５５（予約電話） 

物件情報の提供、入居相談、必要に応じて福祉制度等の活用や 

居住支援法人及び関係機関等と連携し、入居等支援を実施 

ご自身で探す等 
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入居等支援の流れ
 

住まいに関するご相談をいただいた際は、以下の流れで入居等支援をすすめます。個別のケ

ースにより、各関係機関等と役割分担をしながら並行支援を行います。 
 

《入居等支援フロー図》 

 

• 本人の希望や想いを聞き、課題や支援方針を検討
①インテーク・アセス
メント

• 転居をするか、転居をしないか等②方向性の決定

• お金、健康面、家族関係、福祉サービス調整等
③転居に向けた条
件の整備

• 民間賃貸住宅、公営住宅、施設等④物件の選択

• 物件情報の提供

• ※「住まいサポートなごや情報共有連絡票」利用

⑤民間賃貸住宅物
件情報提供

• 部屋までの段差、周辺環境等も含め確認⑥物件の内覧

• 審査

• 初期費用の支払い

⑦入居申し込み，契
約

• 引越業者の選定、部屋の片付け

• 役所、ライフライン手続き等
⑧引越

• 関係機関等と連携したネットワーク構築

• ※「入居者情報あんしんシート」利用
⑨入居後支援

• 賃貸人・不動産会社等からの相談、法的問題等
⑩トラブル時の相談
対応
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